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野田市規則第５７号 

 

   市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則 

 

第１条 市税に関する文書の様式を定める規則（平成１７年野田市規則第５号)

の一部を次のように改正する。 

         「 

別表１８の項中 徴収猶予（期間延長）否認通知書  を 

                              」 

「 

 徴収猶予（期間延長）不許可通知書  に改め、同表２０の項の 

                      」 

次に次のように加える。 

 ２０の２ 換価の猶予不許可通知書 

 

     「 

別表中 ４７ 延滞金減免（否認）通知書  を 

                                 」 

 「 

 ４７ 延滞金減免許可決定通知書 
 に改める。 

 ４７の２ 延滞金減免不許可決定通知書 

                             」 

第２条 市税に関する文書の様式を定める規則の一部を次のように改正する。 

別表５６の項の次に次のように加える。 

 ５６の２ 交付要求解除通知書 

別表６７の項の次に次のように加える。 

 ６７の２ 売却決定取消通知書 

第３条 市税に関する文書の様式を定める規則の一部を次のように改正する。 

    



  「 

別表中 
３６ 過誤納金還付請求書 

 を 
３７ 過誤納金還付（充当）通知書 

                                 」 

 「 

 ３６ 還付請求書 
 に改め、同 

 ３７ 還付充当通知書 

                             」 

表４３の項の次に次のように加える。 

 ４３の２ 軽自動車税納税証明書（継続検査用） 

     「 

別表中 

７５ 市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼

決定通知書（口座振替用） 

 を 

７６ 市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼

決定通知書（現年度随時期用） 

７７ 市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼

決定通知書（過年度随時期用） 

７８ 市民税・県民税・森林環境税税額変更調書

兼年金特別徴収停止通知書 

７８の２ 市民税・県民税・森林環境税税額変更連絡

票兼年金特別徴収停止通知書 

７８の３ 市民税・県民税・森林環境税税額変更通知

書兼年金特別徴収停止通知書 

                                 」 

  

 

 

 

 



 「 

 ７５ 市民税・県民税・森林環境税税額変更通知

書 

に改め、同  ７６ 削除 

 ７７ 削除 

 ７８ 削除 

                             」 

       「 

表８４の項中 市県民税所得証明書  を 

                            」 

 「 

 所得証明書 に改め､同表中 

                      」 

 「 

 ８６ 市県民税課税証明書 
 を 

 ８７ 市県民税非課税証明書 

                             」 

 「 

 ８６ 課税証明書 
 に改め、同 

 ８７ 非課税証明書 

                             」 

       「 

   表９２の項中 法人所在証明願  を 

                            」 

 「 

 営業証明書  に改め、同表９４の項中 

                      」 

  

 



 「 

 市民税・県民税・森林環境税減免（否認）

通知書 
 を 

                      」 

 「 

 市民税・県民税・森林環境税減免・免除決

定通知書 
 に改め、同表中９４の２ 

                      」 

の項を９４の３の項とし、９４の項の次に次のように加える。 

 ９４の２ 市民税・県民税・森林環境税減免・免除不

許可通知書 

          「 

別表１１２の項中 
固定資産税・都市計画税納税通知書（口座

振替用） 
 を 

                               」 

 「 

 削除 に改め、同表中 

                      」 

 「 

 １１５ 固定資産税・都市計画税減免（否認）通知

書 

 を 

 １１６ 固定資産価格等（土地）決定通知書 

 １１７ 固定資産価格等（土地）修正通知書 

 １１８ 固定資産価格等（家屋）決定通知書 

 １１９ 固定資産価格等（家屋）修正通知書 

 １２０ 固定資産価格（償却資産）決定通知書 

 １２１ 固定資産価格（償却資産）修正通知書 

 １２２ 固定資産税・都市計画税税額決定決議書 

                             」 



 「 

 １１５ 固定資産税・都市計画税減免決定通知書 

 に、 

 １１６ 固定資産税・都市計画税減免不許可通知書 

 １１７ 固定資産税・都市計画税更正（賦課）決定

通知書 

 １１８ 固定資産税・都市計画税更正（価格）決定

通知書 

 １１９ 削除 

 １２０ 削除 

 １２１ 削除 

 １２２ 削除 

                             」 

 「 

 １４１ 評価証明書 

 を 
 １４２ 評価額通知書 

 １４３ 不動産証明書 

 １４４ 公課証明書 

                             」 

 「 

 １４１ 固定資産評価証明書 

 に改め、同 
 １４２ 資産証明書 

 １４３ 償却資産証明書 

 １４４ 固定資産公課証明書 

                             」 

        「 

表１４６の項中 記載事項証明書  を 

                             」 

 

 



 「 

 固定資産無資産証明書  に改め、同表中 

                      」 

 「 

 １５４ 軽自動車税減免（否認）通知書  を 

                             」 

 「 

 １５４ 軽自動車税減免決定通知書 
 に改める。 

 １５４の２ 軽自動車税減免不許可通知書 

                             」 

附 則 

 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。  

(1) 第１条の規定 令和８年１月１３日 

 (2) 第２条の規定 令和８年２月１６日 

 (3) 第３条の規定 令和８年４月１日 


